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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 基板上に絶縁膜を介して形成されるシリコン層を準備する工程と、
前記シリコン層上にパッド酸化膜を形成した後、前記パッド酸化膜上に選択的に耐酸化膜
を形成する工程と、
前記耐酸化膜より露出した前記パッド酸化膜下の前記シリコン層を酸化してフィールド酸
化膜を形成する工程と、
前記フィールド酸化膜を形成した後、前記耐酸化膜および前記パッド酸化膜を除去し、前
記シリコン層上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成し、前記ゲート電極と前記フィールド酸化膜との
間の前記シリコン層表面に第１導電型の不純物拡散層を形成する工程とを含む半導体素子
の製造方法において、
前記フィールド酸化膜を形成した後、前記耐酸化膜をマスクとして、前記フィールド酸化
膜エッジ部下の前記シリコン層に第２導電型の不純物を斜め方向から注入し、前記フィー
ルド酸化膜エッジ部下の前記シリコン層に前記不純物拡散層のそれよりも高い不純物濃度
を有する不純物領域を形成する工程と、
前記不純物領域を形成した後、前記フィールド酸化膜に対して熱処理を行い、前記熱処理
工程の後、前記パッド酸化膜を除去する工程とを有することを特徴とする半導体素子の製
造方法。
【請求項２】
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 請求項１記載の半導体素子の製造方法において、
前記熱処理工程は、前記フィールド酸化膜のダメージを回復させるためのものであること
を特徴とする半導体素子の半導体素子の製造方法。
【請求項３】
 請求項２記載の半導体素子の製造方法において、
前記熱処理工程は、１０００℃以上の不活性雰囲気下で１０分以内行われることを特徴と
する半導体素子の製造方法。
【請求項４】
 請求項３記載の半導体素子の製造方法は、さらに、
前記熱処理工程の前に、前記フィールド酸化膜エッジ部下の前記シリコン層に酸素イオン
を注入する工程を有することを特徴とする半導体素子の製造方法。
【請求項５】
 請求項２記載の半導体素子の製造方法において、
前記熱処理工程は、８００℃以下の不活性雰囲気下で３０分以内行われることを特徴とす
る半導体素子の製造方法。
【請求項６】
 請求項１記載の半導体素子の製造方法において、
前記熱処理工程は、酸素を含む雰囲気下で行われることを特徴とする半導体素子の製造方
法。
【請求項７】
 請求項１記載の半導体素子の製造方法において、前記不純物拡散層は、前記基板上に設
けられるマスクを用いた前記シリコン層表面への不純物注入により形成されており、前記
マスクは前記シリコン層上に形成された前記フィールド酸化膜を覆うマスクであることを
特徴とする半導体素子の製造方法。
【請求項８】
 請求項１記載の半導体素子の製造方法は、さらに、
前記不純物領域を形成する工程の後、前記フィールド酸化膜上には、前記シリコン層上に
形成された前記フィールド酸化膜のバーズビーク部を完全に覆う保護膜を形成する工程と
、前記保護膜より露出する前記パッド酸化膜を除去する工程と、前記パッド酸化膜を除去
する工程の後、前記耐酸化膜と残存する前記パッド酸化膜を除去して、前記シリコン層を
露出させる工程とを含むことを特徴とする半導体素子の半導体素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置の製造方法に関し、特に、半導体基板としてＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏ
ｎ Ｏｎ Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板を用い、そのＳＯＩ基板の素子分離技術としてＬＯＣ
ＯＳ（Ｌｏｃａｌ Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ Oｆ Ｓｉｌｉｃｏｎ）法を用いた半導体装置の製
造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＭＯＳＦＥＴのような半導体素子を形成する基板として、絶縁層上にシリコン層が
形成されたＳＯＩ基板を用いることが提案されている。このＳＯＩ基板を用いることによ
り、サブスレッショルド特性に関わるＳ値の改善、寄生容量の低減、ラッチアップ現象の
除去等さまざまな利点を得ることが可能となる。
【０００３】
ＳＯＩ基板を用いた半導体装置の素子分離技術には、ＬＯＣＯＳ法のほか、ＳＴＩ（Ｓｈ
ａｌｌｏｗ Ｔｒｅｎｃｈ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）法と呼ばれるものがある。ＬＯＣＯＳ法
による素子分離では、ＳＯＩ基板上にシリコン窒化膜等の耐酸化膜を形成し、その耐酸化
膜から露出したシリコン層の表面部分を酸化する。これにより素子分離領域となるフィー
ルド酸化膜を形成し、そのフィールド酸化膜で活性領域に形成されるＭＯＳＦＥＴなどの
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半導体素子間を分離するものである。一方、ＳＴＩ法による素子分離では、予めＳＯＩ基
板のシリコン層部分にエッチング等により溝を形成し、その溝内に酸化膜を埋め込む。そ
の埋め込まれた酸化膜によって、半導体素子間の電気的な分離を行う。
【０００４】
これらの半導体装置の素子分離技術のうち、ＳＴＩ法による素子分離では、素子分離領域
形成時に予めＳＯＩ基板に酸化膜を埋め込む溝を形成する必要があり、さらに、その溝内
に酸化膜を埋め込んだ後に、溝内以外にある酸化膜を除去する工程が必要となる。そのた
め、ＳＴＩ法による素子分離には、ＬＯＣＯＳ法による素子分離に比べて溝を形成するホ
トリソまたはエッチング工程および酸化膜の除去工程が必要となってしまうこととなる。
結果として、ＳＴＩ法を用いた半導体装置の製造方法では、ＬＯＣＯＳ法を用いた半導体
装置の製造方法に比べて工程数が増加し、製造コストが高くなってしまうという問題が生
じていた。
【０００５】
そこで、従来のＳＯＩ基板を用いた半導体装置では、より低い製造コストで半導体装置を
製造することができるＬＯＣＯＳ法による素子分離が採用されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ＳＯＩ基板を用いた半導体装置の製造方法にＬＯＣＯＳ法による素子分離
技術を適用する場合、素子分離を行うフィールド酸化膜の形成時にフィールド酸化膜から
耐酸化膜下のパッド酸化膜に伸長する、いわゆるバーズビークが形成される。つまり、フ
ィールド酸化膜の端部には極めて膜厚の薄い領域が形成される。このバーズビークの形成
により、バーズビーク部分下のシリコン層には極めて厚さ寸法の小さな領域が形成されて
しまうこととなる。
【０００７】
このため、フィールド酸化膜により分離されたシリコン層の活性領域に、例えばソースや
ドレインといった不純物拡散層を形成し、その後、シリコン層上にゲート酸化膜、ゲート
電極を形成してＭＯＳＦＥＴ等の半導体素子を形成する場合、このバーズビーク部分下の
薄膜領域のうち、特に上部にゲート電極が延在する領域で、ソースやドレインが形成され
たシリコン層と、その上部を延在するゲート電極との間のフィールド酸化膜の膜厚を十分
にな厚さに確保することができなくなってしまう。結果として、所望のＭＯＳＦＥＴが有
する閾値よりも低い閾値で動作する寄生トランジスタ部分が構成されてしまうのである。
【０００８】
このような寄生トランジスタがバーズビーク部分下のシリコン層、つまりＬＯＣＯＳエッ
ジ部に形成されてしまうと、従来の半導体装置では、サブスレッショルド特性にハンプが
生じることとなる。その結果、従来のＬＯＣＯＳ法を適用したＳＯＩ基板を用いる半導体
装置では、本来所望のトランジスタ特性を示さずにＭＯＳＦＥＴの電流特性が低下してし
まうといった課題が生じていた。
【０００９】
そこで、本発明では、ＳＯＩ基板を用いる半導体装置において、ＬＯＣＯＳ法による素子
分離を用いて、より低い製造コストで製造することを可能にするとともに、ハンプ等の発
生を抑制し、ＭＯＳＦＥＴの特性劣化をも防止する半導体装置の製造方法を提供すること
を目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明に係る半導体装置の製造方法の代表的なものによれば
、基板上に絶縁膜を介して形成されるシリコン層を準備する工程と、シリコン層上にパッ
ド酸化膜を形成した後、パッド酸化膜上に選択的に耐酸化膜を形成する工程と、耐酸化膜
より露出したパッド酸化膜下のシリコン層を酸化してフィールド酸化膜を形成する工程と
、フィールド酸化膜を形成した後、耐酸化膜およびパッド酸化膜を除去し、シリコン層上
にゲート絶縁膜を形成する工程と、ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成し、ゲート電極と
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フィールド酸化膜との間のシリコン層表面に第１導電型の不純物拡散層を形成する工程と
を含む半導体素子の製造方法において、フィールド酸化膜を形成した後、耐酸化膜をマス
クとして、フィールド酸化膜エッジ部下の前記シリコン層に第２導電型の斜め方向から不
純物を注入し、そのフィールド酸化膜エッジ部下のシリコン層に不純物拡散層のそれより
も高い不純物濃度を有する不純物領域を形成する工程と、不純物領域を形成した後、フィ
ールド酸化膜に対して熱処理を行い、その熱処理工程の後、パッド酸化膜を除去する工程
とから構成されるものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
図１は本発明における半導体装置の平面図、図２は図1の線分Ｘ－Ｘから見た工程断面図
であり、図２（ａ）～（ｆ）は本実施形態の半導体装置の製造方法における各工程を示す
断面図である。
【００１２】
図１に示されるように、本実施形態における半導体装置は、各素子間を電気的に分離する
フィールド酸化膜１０１と、そのフィールド酸化膜１０１によって規定された活性領域１
０２とを有する。さらに、基板１００内に形成された活性領域１０２にはソースやドレイ
ンといった不純物拡散層が形成され、ソースとドレイン間の基板１００上にはゲート電極
１０３が形成されている。このようにして、基板１００内の活性領域１０２に半導体素子
であるＭＯＳＦＥＴが形成される。
【００１３】
次に、図２を参照して、本実施形態の半導体装置の製造方法について説明する。
【００１４】
図２において、２０１はシリコン基板、２０２はシリコン基板上に形成された埋め込み絶
縁膜であるＢＯＸ酸化膜、２０３はＢＯＸ酸化膜上に形成されたシリコン層であり、これ
らのシリコン基板２０１、ＢＯＸ酸化膜２０２、シリコン層２０３によってＳＯＩ基板２
０４が構成されている。ここで、シリコン基板２０１上に形成されるＢＯＸ酸化膜２０２
の厚さ寸法は約１０００～１５００Å程度であり、表面のシリコン層２０３の厚さ寸法は
約４００～５００Å程度である。
【００１５】
このＳＯＩ基板２０４は、シリコン基板２０１の一主面から所定距離深い位置にＢＯＸ酸
化膜２０３を酸素注入によって形成するＳＩＭＯＸ法であっても、ＢＯＸ酸化膜２０２と
シリコン層２０３とを張り合わせることによって形成する張り合わせ法によって得られる
ものでもよく、また別の方法によるものであってもよい。
【００１６】
このようなＳＯＩ基板２０４を準備した後、図２（ａ）に示されるように、シリコン層２
０３の表面が熱酸化によって酸化される。この熱酸化によりシリコン層２０３上に膜厚が
約７０Å程度のパッド酸化膜２０５が形成される。このパッド酸化膜２０５は後に形成さ
れる耐酸化膜としてのシリコン窒化膜２０６とシリコン層２０３との密着性を向上させる
働きを有するものである。
【００１７】
次に、パッド酸化膜２０５上にＣＶＤ法を用いて厚さ寸法が約１０００Å程度のシリコン
窒化膜が形成される。このシリコン窒化膜は、従来よく知られたフォトリソグラフィおよ
びエッチング技術によりパターニングされる。このパターニングにより活性領域１０２を
規定する所定形状の耐酸化膜２０６が形成される。
【００１８】
この後、図２（ｂ）に示されるように、耐酸化膜２０６をマスクとして、耐酸化膜２０６
から露出したシリコン層２０３に熱酸化処理を施す。このとき行われる熱酸化処理は、例
えば１０００℃のｄｒｙ酸化で約６０分程度である。この熱酸化処理によって、耐酸化膜
２０６として機能するシリコン窒化膜から露出するシリコン層２０３の露出面には、厚さ
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方向が約１２００Å程度のフィールド酸化膜１０１が形成される。このフィールド酸化膜
１０１は各素子間を電気的に分離する素子分離領域として機能する。また、この熱酸化処
理によって、フィールド酸化膜１０１の先端部分には、フィールド酸化膜１０１から耐酸
化膜２０６下のパッド酸化膜に伸長する、いわゆるバーズビーク２０７がシリコン層２０
３の先端から約５００Å程度の長さで形成される。このバーズビークの長さは、耐酸化膜
２０６の膜厚やフィールド酸化膜１０１の形成条件（温度、雰囲気等）により適宜決定さ
れる。
【００１９】
フィールド酸化膜１０１を形成した後、サブスレッショルド特性のハンプを抑制するため
、図２（ｃ）に示すように、本実施形態の製造方法では、耐酸化膜２０６をマスクとして
、例えばＮ型の不純物拡散層を有するＭＯＳＦＥＴ（以下、ＮＭＯＳと呼ぶ）を製造する
場合には、ボロン（Ｂ）、フッ化ボロン（ＢＦ２）といったＰ型不純物をシリコン層２０
３に注入し、Ｐ型の不純物拡散層を有するＭＯＳＦＥＴ（以下、ＰＭＯＳと呼ぶ）を製造
する場合には、リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）といったＰ型不純物をシリコン層２０３に注入
することにより、バーズビーク２０７部分下のシリコン層、すなわちＬＯＣＯＳエッジ部
に高濃度不純物領域２０８を形成する。このときのイオン注入条件は、ＮＭＯＳに高濃度
不純物領域を形成する場合、注入角度が約４５°、ドーズ量は８×１０１３ｉｏｎｓ／ｃ
ｍ２程度、加速エネルギーについては２０～６０ｋｅＶ程度で行うことが望ましい。また
、ＰＭＯＳに高濃度不純物領域を形成する場合、注入角度が約４５°、ドーズ量は１×１
０１３ｉｏｎｓ／ｃｍ２、３５ｋｅＶ程度で行うことが望ましい。このイオン注入工程に
より、ＬＯＣＯＳエッジ部の不純物濃度を上げることが可能となる。特に、後工程にて形
成されるゲート電極１０３下に位置するＬＯＣＯＳエッジ部の不純物濃度を高く維持する
ことができる。結果として、寄生トランジスタの閾値を上昇させることが可能となり、ハ
ンプの発生を抑制することが可能となる。
【００２０】
更に、本実施形態の製造方法では、このイオン注入工程の後、パッド酸化膜２０５を除去
する前に、ＳＯＩ基板２０４に対して熱処理が行われる。この熱処理は、先に形成された
高濃度不純物領域２０８の不純物がＭＯＳＦＥＴのチャネル領域２１０へ拡散しない程度
の温度および時間で行われることが望ましく、具体的には不活性ガス雰囲気下で約１００
０℃、１０秒～１０分程度で行われることが望ましい。また、より制御性よく熱処理を行
う必要がある場合では、約７００～８００℃、３０分程度で熱処理を行うことが望ましい
。
【００２１】
この熱処理によって、本実施形態の製造方法では、ＭＯＳＦＥＴの特性を劣化させるチャ
ネル領域の抵抗の上昇を伴うことなく、高濃度不純物領域２０８形成時のイオン注入によ
り生じた、結晶欠陥や格子ずれといったフィールド酸化膜１０１の損傷を回復させること
が可能となる。このようなフィールド酸化膜１０１のダメージ回復工程を経ることで、後
に行われる、例えば約０．３％のフッ酸（ＨＦ）に３５０秒浸すことで行われるパッド酸
化膜２０５の除去時に、熱処理を行わない場合のフィールド酸化膜１０１の削れ量と比較
して約３０～５０％程度フィールド酸化膜の削れ量を低減することが可能となる。つまり
、本実施形態の製造方法によれば、パッド酸化膜２０５の除去によるフィールド酸化膜の
膜減りを低減し、シリコン層２０３とその上部を延在するゲート電極１０３との間のフィ
ールド酸化膜１０１の膜厚を十分に厚く確保することができるようになる。結果として、
ＬＯＣＯＳエッジ部に高濃度不純物領域を形成したものと比べて、更に、寄生トランジス
タの発生を抑制することができる。
【００２２】
ここで、図３を用いて本発明の効果について説明する。図３は、ＭＯＳＦＥＴにおけるド
レイン電流とゲート電圧との関係を示すグラフである。図３において、横軸はドレイン電
流（Ｉｄ）、縦軸はゲート電圧（Ｖｇ）をそれぞれ示している。また、図３におけるＭＯ
ＳＦＥＴのゲート長は約０．１５μｍ、ドレイン電圧は約０．１V程度である。
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【００２３】
図３によると、約０．３Ｖ程度のゲート電圧を印加した場合において、（ａ）のようなＬ
ＯＣＯＳエッジ部に高濃度不純物領域を形成し、熱処理を行わないＭＯＳＦＥＴでは、寄
生トランジスタの発生を十分に抑制することができず、結果として、ハンプを生じてしま
うことが分かる。一方、本実施形態の製造方法を採用した（ｂ）高濃度不純物領域の形成
およびパッド酸化膜除去前の熱処理を行ったＭＯＳＦＥＴでは、同じく約０．３Ｖ程度の
ゲート電圧を印加した場合において、ドレイン電流を（ａ）の高濃度不純物領域のみを形
成したＭＯＳＦＥＴの増加に比べて、約１／１０程度に抑えることが可能となることが分
かる。
【００２４】
つまり、本実施形態のようにイオン注入後に、フィールド酸化膜１０１のダメージ回復を
行う熱処理を加えることで、ＬＯＣＯＳエッジ部に高濃度不純物領域２０８は形成された
ままに、シリコン層２０３とその上部を延在するゲート電極１０３との間のフィールド酸
化膜１０１の膜厚が十分に厚いＭＯＳＦＥＴを形成することが可能となる。その結果、本
実施形態によれば、ＬＯＣＯＳエッジ部に高濃度不純物領域２０８を有するのみの半導体
装置に比べて、更に、寄生トランジスタの発生を抑制する半導体装置を製造することが可
能となるのである。
【００２５】
熱処理工程の後、図２（ｄ）に示すように、フィールド酸化膜１０１上のパッド酸化膜２
０５、耐酸化膜２０６、そしてシリコン層２０３上のパッド酸化膜２０５を除去する。シ
リコン窒化膜からなる耐酸化膜２０６は、例えば熱リン酸を用いたエッチング処理によっ
て除去される。また、シリコン層２０３上に形成されたパッド酸化膜２０５は、例えば０
．３％のフッ酸（ＨＦ）を用いたエッチング処理により除去される。これによりパッド酸
化膜２０５下のシリコン層２０３が露出される。
【００２６】
この後、露出された活性領域１０１のシリコン層２０３上にゲート絶縁膜２０９である酸
窒化膜（ＳｉＯＮ）が約３０Å程度の膜厚で形成され、更に、ＭＯＳＦＥＴの閾値を高め
るための閾値調整用の不純物イオンがゲート絶縁膜２０９を介して活性領域１０１に注入
される。その後、ゲート絶縁膜２０９上にはポリシリコン膜が形成され、従来のホトリソ
およびエッチングによりトランジスタのゲートとして機能するゲート電極１０３が形成さ
れる。最後に、このゲート電極１０３およびフィールド酸化膜１０１をマスクとした不純
物のイオン注入が行われ、活性領域１０２のシリコン層２０３にＭＯＳＦＥＴのソース領
域またはドレイン領域として機能する不純物拡散層２１１が形成される。
【００２７】
これらの工程を経て、半導体装置を構成する活性領域１０１のシリコン層２０３にＭＯＳ
ＦＥＴ等の半導体素子が形成される。
【００２８】
このように本実施形態の半導体装置の製造方法では、ＬＯＣＯＳエッジ部の高濃度不純物
領域２０８の形成後、パッド酸化膜２０５除去前に、高濃度不純物領域２０８を形成する
際のイオン注入により生じる、結晶欠陥や格子ずれといったフィールド酸化膜１０１の損
傷を回復させる熱処理を加えることで、フッ酸（ＨＦ）により除去されるパッド酸化膜２
０５と同じシリコン酸化膜より形成されるフィールド酸化膜１０１のＨＦに対するエッチ
ングレートを遅くしている。その結果、ＬＯＣＯＳエッジ部に高濃度不純物領域２０８を
有することでハンプの発生を抑制する半導体装置において、更に、パッド酸化膜２０５の
除去の際のフィールド酸化膜１０１の削れを十分に低減し、ＭＯＳＦＥＴのソース領域や
ドレイン領域が形成されるシリコン層２０３とその上部を延在するゲート電極１０３との
間のフィールド酸化膜１０１の膜厚を十分に確保した半導体装置を提供することが可能と
なる。つまり、本実施形態における製造方法によれば、寄生トランジスタの発生の原因と
して考えられる、チャネル領域の不純物濃度の低下とフィールド酸化膜の薄膜化を共に抑
制することで、寄生トランジスタを形成することのない、本来所望のトランジスタ特性を
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示すＭＯＳＦＥＴを形成することが可能となるのである。
【００２９】
本実施形態の半導体装置の製造方法によれば、ＬＯＣＯＳ法を用いたＳＯＩ基板の半導体
装置においても、寄生トランジスタの発生を招くことなく、ＭＯＳＦＥＴ等の半導体素子
をＳＯＩ基板上に形成することができる。これにより、ＳＯＩ基板を用いた半導体装置を
低い製造コストで提供することが可能となる。
【００３０】
また、第１の実施形態における半導体装置の製造方法では、フィールド酸化膜への熱処理
工程において、酸素（Ｏ２）の含まれた雰囲気下で、フィールド酸化膜のダメージを除去
する熱処理を行ってもよい。このような雰囲気下で熱処理を行えば、ＬＯＣＯＳエッジ部
の酸化が進み、フィールド酸化膜のバーズビーク部２０７の距離ｌを短くすることが可能
となる。結果として、よりハンプの発生を抑制することが可能となる。
【００３１】
加えて、本第１の実施形態における半導体装置の製造方法では、ハンプを抑制する高濃度
不純物領域２０８をＬＯＣＯＳエッジ部に形成するイオン注入の後、同じく耐酸化膜２０
６をマスクとして、ＬＯＣＯＳエッジ部へ酸素イオンをインプラし、インプラされた酸素
イオンに対して熱処理を行う工程を加えても良い。
【００３２】
このような工程を追加することで、ＬＯＣＯＳエッジ部に注入された酸素イオンとシリコ
ン層２０３に含まれたシリコンが反応して、新たなシリコン酸化膜がＬＯＣＯＳエッジ部
に形成される。この新たな酸化膜により、フィールド酸化膜のバーズビーク部２０７の距
離ｌを短くすることが可能となって、更に、ハンプの発生を抑制することができる。
【００３３】
この酸素イオンによるインプラでは、ＬＯＣＯＳエッジ部に酸素イオンができる限り多く
注入される条件で行われることが望ましく、具体的には注入角度が約４５°程度、加速エ
ネルギーが約３０～５０ｋｅＶ、ドーズ量が約５．０×１０１７ions／ｃｍ２以上である
ことが望ましい。
【００３４】
また、ＬＯＣＯＳエッジ部に注入された酸素イオンに対する熱処理は、大気圧であって、
酸素（Ｏ２）若しくは窒素（Ｎ２）雰囲気中で約１０００℃以上の高温で行われることが
望ましい。この熱処理は、フィールド酸化膜１０１のダメージ回復を行う熱処理と兼ねる
ことが可能である。
【００３５】
更に、第１の実施形態における半導体装置の製造方法では、ハンプを抑制する高濃度不純
物領域２０８をＬＯＣＯＳエッジ部に形成するイオン注入の後、同じく耐酸化膜２０６を
マスクとして、シリコン（Ｓｉ）またはアルゴン（Ａｒ）といったＬＯＣＯＳエッジ部を
アモルファス化させるイオンのインプラ工程を加えても良い。
【００３６】
一般的にアモルファス化されたシリコン層２０３では、ＬＯＣＯＳエッジ部に形成された
高濃度不純物領域２０８に含まれる不純物の拡散を抑制することができる。そのため、こ
れらの工程を第１の実施形態の製造方法に加えると、高濃度不純物領域２０８の不純物濃
度を更に高く維持することが可能となるため、よりハンプの発生を抑制することが可能と
なる。
【００３７】
次に、第２の実施形態における半導体装置の製造方法を説明する。
【００３８】
図４は、第２の実施形態における半導体装置の製造方法を示す図であり、図４（ａ）～（
ｅ）は図１の線分Ｘ－Ｘから見た各工程の断面図である。また、第１の実施形態で示した
記号と同一記号は同一物、若しくは相当部分を示すものである。
【００３９】



(8) JP 4054557 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

本第２の実施形態における半導体装置の製造方法において、第１の実施形態の製造方法と
の相違点は、フィールド酸化膜１０１上のパッド酸化膜、耐酸化膜２０６、そしてシリコ
ン層２０３上のパッド酸化膜を順次除去する工程の前に、予めフィールド酸化膜のバーズ
ビーク部２０７を覆うような保護膜４０１のシリコン窒化膜を形成しておくという点であ
る。
【００４０】
図４（ａ）に示すように、第１の実施形態の半導体装置の製造方法と同様に、ＳＯＩ基板
２０４およびパッド酸化膜を形成し、その後、活性領域１０２を規定する所定形状の耐酸
化膜２０６を形成する。次に、その耐酸化膜２０６をマスクとして、耐酸化膜２０６から
露出したシリコン層２０３に熱処理を行い、シリコン層２０３の所定領域に素子間の分離
を行うフィールド酸化膜１０１を形成する。
【００４１】
この後、図４（ｂ）に示すように、耐酸化膜２０６をマスクとして、不純物のイオン注入
を行い、ハンプを抑制する高濃度不純物領域２０８をバーズビーク部２０７下のシリコン
層２０３（ＬＯＣＯＳエッジ部）に形成する。
【００４２】
高濃度不純物領域２０８を形成した後、フィールド酸化膜１０１の一部を覆う保護膜４０
１をシリコン窒化膜等により形成する。この保護膜４０１は、極めて薄い膜厚のシリコン
層２０３が形成されるバーズビーク部２０７を確実に覆うものであることが望ましい。例
えば、シリコン層２０３の膜厚が４００～５００Åであって、耐酸化膜２０６の膜厚が１
０００Å、フィールド酸化膜１０１の形成条件がｄｒｙ酸化、１０００℃、６０分程度の
場合、フィールド酸化膜の形成工程で形成されるバーズビーク部の距離ｌは、約５００Å
程度である。そのため、保護膜４０１の端部はバーズビーク部２０７の端部より約５００
Å程度以上離間した位置に配置されていることが望ましい。
【００４３】
このようにして、バーズビーク部２０７を覆う保護膜４０１を形成した後、図４（ｄ）に
示すように、フィールド酸化膜１０１上のパッド酸化膜を除去し、その後、耐酸化膜２０
６、そしてシリコン層２０３上のパッド酸化膜を順次除去する。本実施例の場合、フィー
ルド酸化膜１０１上のパッド酸化膜を除去の際に、耐酸化膜２０６上に形成された自然酸
化膜が除去される。また、第２の実施の形態では、第１の実施形態の場合と同様、パッド
酸化膜２０５の除去はＨＦ処理により行われ、耐酸化膜２０６の除去は熱リン酸処理によ
って行われる。
【００４４】
また、本第２の実施形態の製造方法においても、パッド酸化膜２０５を除去する前には、
ＳＯＩ基板２０４に対して、先の第１の実施形態で説明したフィールド酸化膜１０１の損
傷を回復させる熱処理が行われる。
【００４５】
この熱処理によって、更に、パッド酸化膜２０５の除去に伴うフィールド酸化膜１０１の
膜削れを抑制することが可能となる。結果として、シリコン層２０３とその上部を延在す
るゲート電極１０３との間のフィールド酸化膜１０１の膜厚を十分に確保することができ
るようになり、第１の実施形態に比べてより寄生トランジスタの発生を抑制することが可
能となる。
【００４６】
その後、図４（ｅ）に示すように、露出したシリコン層２０３上にゲート絶縁膜２０９、
ゲート電極１０３を形成し、ゲート電極１０３とフィールド酸化膜１０１とをマスクとす
るイオン注入により活性領域１０２にＭＯＳＦＥＴのソースおよびドレイン領域となる不
純物拡散層２１１を形成する。これにより所望のＭＯＳＦＥＴが形成される。
【００４７】
このように本第２の実施形態における半導体装置の製造方法では、バーズビーク部２０７
のフィールド酸化膜が保護膜４０１により確実に保護される。そのため、保護膜４０１の
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形成後に行われる、耐酸化膜２０６上に形成された自然酸化膜の除去、つまり、フィール
ド酸化膜１０１上のパッド酸化膜の除去が行われるＨＦ処理によりバーズビーク部２０７
のフィールド酸化膜に膜削れが生じることはない。結果として、本実施形態の製造法方に
よれば、先の第１の実施形態の製造方法に比べて、寄生トランジスタの発生に大きく寄与
するバーズビーク部２０７のフィールド酸化膜の膜厚を厚く確保することが可能となり、
より寄生トランジスタの発生を抑制することが可能となる。
【００４８】
次に、第３の実施形態における半導体装置の製造方法を説明する。
【００４９】
図５は、第３の実施形態における半導体装置の製造方法を示す図であり、図５（ａ）～（
ｅ）は図１の線分Ｘ－Ｘから見た各工程の断面図である。また、第１の実施形態で示した
記号と同一記号は同一物、若しくは相当部分を示すものである。
【００５０】
本第３の実施形態における半導体装置の製造方法において、第１の実施形態および第２の
実施形態における製造方法との相違点は、ＭＯＳＦＥＴのソース領域またはドレイン領域
といった不純物拡散層５１１を形成するイオン注入の際に、フィールド酸化膜のバーズビ
ーク部２０７を覆い、そして、シリコン層２０３表面の活性領域１０２を露出させるマス
ク５０１を用いるという点である。このマスクを用いることにより、第３の実施形態の製
造方法では、極めて膜厚が薄いシリコン層であるＬＯＣＯＳエッジ部に寄生トランジスタ
のソースおよびドレイン領域となる不純物拡散層が形成されない。
【００５１】
図５（ａ）に示すように、第１および第２の実施形態の半導体装置の製造方法と同様に、
ＳＯＩ基板２０４およびパッド酸化膜を形成し、その後、活性領域１０２を規定する所定
形状の耐酸化膜２０６を形成する。次に、その耐酸化膜２０６をマスクとして、耐酸化膜
２０６から露出したシリコン層２０３に熱処理を行い、シリコン層２０３の所定領域に素
子間の分離を行うフィールド酸化膜１０１を形成する。
【００５２】
この後、図５（ｂ）に示すように、耐酸化膜２０６をマスクとして、不純物のイオン注入
を行い、ハンプを抑制する高濃度不純物領域２０８をバーズビーク部２０７下のシリコン
層２０３（ＬＯＣＯＳエッジ部）に形成する。
【００５３】
高濃度不純物領域２０８を形成した後、図５（ｃ）に示すように、フィールド酸化膜１０
１上のパッド酸化膜、耐酸化膜２０６、そしてシリコン層２０３上のパッド酸化膜を順次
除去する。第１の実施形態の場合と同様、パッド酸化膜２０５の除去はＨＦ処理により行
われ、耐酸化膜２０６の除去は熱リン酸処理によって行われる。
【００５４】
また、本実施形態の製造方法においても、パッド酸化膜２０５を除去する前には、ＳＯＩ
基板２０４に対してフィールド酸化膜１０１の損傷を回復させる熱処理が行われる。
【００５５】
その後、図５（ｄ）に示すように、露出したシリコン層２０３上にゲート絶縁膜２０９、
ゲート電極１０３、不純物拡散層形成用のマスク５０１を形成する。
【００５６】
この不純物拡散層形成用のマスク５０１は、一般的に使用されているレジストにより形成
されるものでよく、その膜厚は５００～１０００Å程度であることが望ましい。また、マ
スク５０１のＳＯＩ基板２０４上の設置位置については、その一端がフィールド酸化膜の
バーズビーク部２０７の先端にかかる程度の位置に配置されていることが望ましい。
【００５７】
不純物拡散層形成用のマスク５０１形成後、第１および第２の実施形態と同様に、ゲート
電極１０３とマスク５０１とをマスクとしてイオン注入を行う。これにより、シリコン層
２０３の活性領域１０２にＭＯＳＦＥＴのソース領域またはドレイン領域となる不純物拡
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散層５１１を形成する。これらの工程を経て、所望のＭＯＳＦＥＴが形成される。
【００５８】
このように本第３の実施形態における半導体装置の製造方法では、予めバーズビーク部２
０７の先端にかかる程度の位置に不純物拡散層形成用のマスク５０１を形成し、そのマス
ク５０１およびゲート電極１０３をマスクにして、ＭＯＳＦＥＴのソース領域またはドレ
イン領域となる不純物拡散層５１１を形成している。このため、本実施形態の製造方法に
よれば、ＬＯＣＯＳエッジ部にソース、ドレインという不純物拡散層を持たないＭＯＳＦ
ＥＴを形成することが可能となる。結果として、パッド酸化膜２０５の除去前に行われる
熱処理工程において、たとえ十分にフィールド酸化膜１０１のダメージ回復することがで
きず、パッド酸化膜２０５の除去時に若干のフィールド酸化膜の膜削れが生じてしまった
場合においても、ＬＯＣＯＳエッジ部にはＭＯＳＦＥＴのソースやドレインとして機能す
る不純物拡散層が形成されていないため、寄生トランジスタが形成されることはない。つ
まり、本実施形態の製造法方によれば、より寄生トランジスタの発生を抑制する半導体装
置を提供することが可能となる。
【００５９】
【発明の効果】
以上説明したように、ＬＯＣＯＳエッジ部の高濃度不純物領域２０８の形成後、パッド酸
化膜２０５除去前に、高濃度不純物領域２０８を形成する際のイオン注入により生じる、
結晶欠陥や格子ずれといったフィールド酸化膜１０１の損傷を回復させる熱処理を加える
本発明によれば、ＬＯＣＯＳ法により素子分離を行うＳＯＩ基板を用いた半導体装置にお
いて、低い製造コストで製造されるとともに、ハンプ等の発生を抑制し、ＭＯＳＦＥＴ特
性の劣化を防止することが可能となる半導体装置の製造方法を提供することが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の半導体装置を示す平面図である。
【図２】第１実施形態の半導体装置の製造方法における各工程を示す断面図である。
【図３】ＭＯＳＦＥＴのドレイン電流とゲート電圧との関係を示すグラフである。
【図４】第２実施形態の半導体装置の製造方法における各工程を示す断面図である。
【図５】第３実施形態の半導体装置の製造方法における各工程を示す断面図である。
【符号の説明】
１０１　フィールド酸化膜
１０２　活性領域
１０３　ゲート電極
２０１　シリコン基板
２０２　ＢＯＸ酸化膜
２０３　シリコン層
２０４　ＳＯＩ基板
２０５　パッド酸化膜
２０６　耐酸化膜
２０７　バーズビーク部
２０８　高濃度不純物領域
２０９　ゲート絶縁膜
２１０　チャネル領域
２１１　不純物拡散層
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